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磐田市が本年4月から焼却灰を半分民間委託することに伴う分担金への影響について、

中速広域事務組合に確認しました。 (がれきゃ火災残澄等は引き続き搬入されます。)

中遠広域事務組合から

先ほどの件について、以下のとおり考えています。

Q　主灰・飛灰を半分、一宮最終処分場へ埋め立てるとの合意がされたが、これにより袋井市、森

町への影響(分担金)はどうなるのか。

A　昨年11月の組合議会全員協議会で回答したとおり、磐田市の焼却灰を半分、民間委託に出

した場合、磐田市で行った仮の試算となりますが、令和元年度の搬入実績から分担割合を計算する

と、磐田市は55パーセント、袋井市が39パーセント、森町が6パーセントという試算になります。

令和元年度の決算上の分担割合は、磐田市が64パーセント、袋井市が31パーセント、森町が5
パーセントとなっております。

なお、搬入量は、毎年度変動するものでありますので、必ずしも先ほど説明した数字になるわけ

ではございませんので、ご理解願います。

上記の割合を令和元年度決算額にあてはめ計算すると、袋井市は2千万円弱増額するこ

とになります。 (実際の搬入量、支出予算計上額により変動ありますが。)

市　町 儉�?ﾉ|｢�分担金額 ��ｲ�搬入量 兒ｩ%8ｾ�ｧ｢�差引 
割　合 忠�x冷��乖H��ﾘr�(千円) 忠�x冷��

磐田市 田BR�153,299 �55% ��3�ﾃS3b�-2l,763 

袋井市 �3�R�74,545 �39% 涛2ﾃ#s��18,726 

森　町 迭R�11,312 �6% ��Bﾃ3C��3,037 

239,156 �� �#3津�Sb�0 

参考:予算への搬入量割反映時期(規約:前々年の11/1~前年の10/末)

R3予算

R4　II

R5　II

R6　II

R7　II

R8　II

Rl. 11~R2.

R2. 1l一-R3.

R3. 11へR4.

R4. 1lへR5.

R5. 11へR6.

R6. 11へR7.

10までの搬入量

10までの搬入量

10までの搬入量

10までの搬入量

10までの搬入量

10までの搬入量

影響なし

R3.4からの7か月分影響

1年分影響

肌

R7. 1から灰全量民間委託して

するため、更に影響する。

R 9予算からは、一宮最終処分場閉鎖のため予算大幅減額(R 8. 12閉鎖)



(項)1議会費 款項目 冰ﾈ螽ﾋｸｧ｢�劔��

当初予算額 竸)�9uﾈ螽ｧ｢�継続費及び 繰越事業費 繰越額 冰ﾉOYN�因��ｷ�-��zﾉw��ﾘﾋ��計 ���(ｾiZ｢�

1陸 自 。 l⊥ �3sづ����3sづ����0 0 ���0 �3sづ���� 
0 ���378,000 ��

378,000 7l,186,000 ��
378,000 ���0 ���

l報酬 9交際費 10需用費 11役務費 

甘藷費 砺ﾂﾃ�ッﾃ����0 ���0 71,186,000 �����0 0 �����71,186,000 ��

十一時: 圭 』音 ∴ 土工 』 。 十雪音- 音 』 十i 都�ﾃ�ッﾃ����剴s�ﾃ�ッﾃ����1報酬 2給料 

3職員手当 等 4共済費 

5災害補’ 費 

8旅費 

10需用費 11役務費 

12委託拳 

13使用料及 び賃借準 18負担金、 補助及 交付金 24積立金 

(中速広域事務組合会計)



3, 492, 07了

脅‾‾‾ 560

1職貝給与費

会計年度任用職員報酬

会計年度任用職員技能職給料

一般職手当

会計年度任用職員手当

会計年度任用職員共済費

2経常経費　っ子中い‾

消耗品費

81, 026

盤華33, 040

8, 200


